
「学校学生生徒旅客員賃割引証」の発行について 

 

○ 学校学生生徒旅客員賃割引証（通称：学割）とは 

旅客鉄道会社が指定する学校の 12 歳以上の生徒が鉄道を利用する際,割引を受けるため

の証明書になります。 

 

○ 利用条件・内容等 

・ 片道１００Km以上の区間を利用する場合 

・ 事前の購入に限り使用可能 

・ 対象は普通乗車券 

・ 割引率 2割 

・ 有効期限 3か月 

 

※市教育委員会からの学校割当て交付枚数に制限があるため,使用目的が「大会等参加」 

「冠婚葬祭や歳時のための帰省」 「進学や転出等の準備」を優先とします。娯楽等目的の旅

行用の発行には,制限がかかる場合がありますのでご了承ください。 

 

〇申請の方法 

① 発行希望する2週間前までに担任へ申し出てください。 

担任から生徒へ「学割発行願」をお渡しします。 

② 「学割発行願」を生徒が持ち帰ったら・・・ 

・ 保護者の押印・必要事項を記入する。 

・ 往路と復路２枚必要な場合は,必ずその旨記入する。 

※学割証 1枚で往復乗車券を購入できます。 

③ 担任へ「学割発行願」を提出してください。（担任➡事務室へ提出） 

④ 「学割発行願」提出後、2～4 日後に「学校学生生徒旅客員賃割引証」を発行いたし

ます。 

⑤ 担任を経由し生徒へ「学割証」を交付します。 

 

※１ ホームページの様式を印刷し必要事項を記入押印し、担任へ提出することも可能です。 

※２ 急きょ申請が出されても担任や担当者の不在等の諸事情により,対応できないことがあり

ますので「学割発行願」は余裕を持って、提出ください。 

※３ 長期の休みに使用する場合,必ず休みに入る前に申請を済ませてください。 


